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　沿　革

　明治32年に耕地整理法が制定されたことにより、県内各地に耕地整理組合が設立され、耕地整理事業が盛
んに行われました。
　大正13年に岡山県耕地整理協会が結成され、昭和2年の帝国耕地協会設立に伴い帝国耕地協会岡山県支部
が誕生し、昭和3年に岡山県耕地協会と改名されました。
　昭和24年6月の土地改良法制定により、昭和27年に岡山県土地改良協会に改組された後、昭和32年4月の土
地改良法の改正により土地改良事業団体連合会が明文化され、昭和33年6月19日、岡山県土地改良事業団体
連合会が農林大臣の認可を受けて発足しました。

　性　格

　本会は、土地改良法第111条の3に基づく法人であるとともに、第111条の4により営利を目的としないと規
定されています。
　その法律的性格は、目的及び事業等に照らして公益的色彩を強く有していることから、土地改良法という
特別法の定めるところにより設立が認められた「公法人」です。
　また、税法上（法人税法・所得税法・印紙税法）に規定される営利を目的としない公益法人等に位置付け
られます。（法人税法別表第2 −公益法人等− ）

　目　的

　本会は土地改良法の定めるところにより、土地改良事業を行う者の協同組織として、土地改良事業の適切
かつ効率的な運営を確保し、共同の利益を増進することを目的としています。
（土地改良法111条の2）（本会定款第1条）

　組　織
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土地改良施設課
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（津山）

（令和6年4月１日現在）
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　事業概要

　本会は、関係機関と緊密な連携の下、農業の持続的
な発展と農村の振興を図るため、農業農村整備事業を
積極的に推進し、会員の共同の利益を増進することを
目的として、次の事業を行っています。

（１）会員の行う農業農村整備事業の
 　　　　　　　　　技術的な指導及び援助

■  農業農村整備事業に関する測量・調査・設計・積算・施
工管理・換地事務等の受託及び指導・支援

■  農業農村整備事業に関する発注者支援関係事務の受託
■  ため池の保全管理及び防災・減災対策の支援
■  土地改良区機能強化支援事業に関する業務
■  農業水利施設の維持・保全管理の支援
■  水土里情報 (GIS) 利活用促進に向けた支援
■  小水力発電等再生可能エネルギーの利活用に関する支援
■  農地の集積・集約化、地域計画策定に向けての技術支援
■  その他目的を達成するために必要な事業に関する業務

（２）国及び県が行う
　　　　　　農業農村整備事業に関する協力

（３）農業農村整備事業に関する調査及び研究

（４）農業農村整備事業に関する
　　　　　　　　　　　　教育及び情報提供

■  講習、研修会等の開催
■  国、県、その他関係機関が行う講習、研修会等への参加
■  広報誌、パンフレット等の発行

（５）農業農村整備事業推進のための活動

■  全国土地改良大会など農業農村整備事業の推進に関する
イベントへの参加

■  農業農村整備事業推進のための提案・要望（県土連及び
農業農村整備事業推進協議会の活動 )

■  土地改良功労者の表彰
■  その他関係機関との連携を図るために必要な活動

（６）農業農村整備事業推進のための
　　　　　　　　　　　　無料職業紹介事業

農業農村整備事業発注者支援機関

　公共工事の品質確保の促進に関する法律が平成 17
年４月１日に施行され、会員である市町村等が工事の
品質確保のため、工事の設計図書の作成から工事の監
督・検査及び施工状況の確認・評価等に至るまでの発
注関係事務を行う際、県土連は農業農村整備事業発注
者支援機関の認定を受け、発注事務の支援を行うこと
ができる県内唯一の組織です。
　

【主な支援業務】
（１）設計図書・積算書の作成
（２）技術資料の審査
（３）工事の監督補助
（４）検査補助
【認定番号】
　第 3 号

【認定期間】
　R3.6.29 ～ R8.6.28

水土里ネットとは

「水」・・・農業用水、地域用水など
「土」・・・土地、農地、土壌など
「里」・・・農村空間、農家や地域住民が一体

水土里

　豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、
きれいな空気など清廉なイメージを表現しています。

水土里ネット

　以下のような意味合いを包含しており、将来に向け
た土地改良区の役割と姿を表現しています。

地球 10 周分の水路ネットワーク

　土地改良区は、全国の 40 万 km にも及ぶ農業用水
路のネットワークによって農村の健全な水循環を形成
し、農地を潤すことにより安全で安心な「食」と「農」
の基盤づくりを担うとともに、これが国民共有の財産
である美しい農村の基礎ともなる役割を果たしている
ことを地域及び国民にアピールします。

農家、地域住民等のネットワーク

　人、物、情報のつながりにより、農家のみならず、
地域住民や都市住民と連携（ネットワーク）して、「水」、

「土」、「里」を創造し、都市と農村の共生対流を促進
しています。

資源循環のネットワーク

　農村で発生する有機性資源（集落排水汚泥等）の農
地への還元など、廃棄物のリサイクルによる資源循環
を通じ、循環型社会の構築に取り組みます。
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調 査・計 画

事業活動

維 持 管 理

実 施 設 計

事 業 実 施

■ドローンによる調査

■土地改良施設の
　定期・要請診断

■農地の一時利用地指定、換地処分登記

■水土里情報システム等による GIS 利活用 ■施工管理、現場技術補助

■現地測量

■環境配慮に
　　関する調査

■農業集落排水施設
　の保全管理

■災害復旧

■各種事業の計画策定
   （農業用用排水路・ため池の改修、水田・畑の整備、
　農業集落排水施設の整備・更新 等）
■基礎調査、施設点検調査

■実施設計書の作成
■ CAD による図面作成
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支援活動

会 員 支 援

地域貢献・地域づくり支援 啓発普及・広報活動

■ため池管理に関する研修会の開催
■緊急排水用サイフォンの貸し出し

■会計指導員による土地改良区の会計指導
■土地改良相談

■会員向けの農業農村に関する旬な話題を
　提供する研修会開催

■地元説明会、ワークショップ

■環境保全活動（児島湖一斉清掃） ■広報誌「岡山県の土地改良」の発行

■土地改良区における男女共同参画の推進
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組織の概要

岡山ため池保全管理サポートセンター

審査室

総務部

事業部

総務企画課

技術第一・二・三課

換地指導課

土地改良施設課

水土里情報課

　県下に 9 千か所以上ある農業用ため池の豪雨や地震時の安全性を確保するため、順次点検を行います。
　また、専門技術者による相談窓口を設けて、ため池の適正な保全管理をサポートします。

　各課が設計した設計書や図面の内容を審査します。

　組織や人事の管理、入札・契約等の経理業務や福利厚生など会全体の運営に関わる仕事を行います。
また、会計指導など会員への支援を行うとともに、広報誌の発行や研修会の開催など情報提供を行います。

　農地の区画整理を行う際、農地の所有者との協議を行いながら、換地という手法により、整備前後の
所有権移転登記等の事務を行います。

　農業農村分野で利用する基盤地図（水土里情報）とこれを利用する地理情報システム（GIS）の管理・
利活用の促進、内部 OA 管理、ため池の氾濫解析、ハザードマップの作成を行います。

　会員である市町村や土地改良区等のほか、県から依頼を受け、土地改良事業（農業農村整備事業）
に関する測量や設計・積算を行います。また、ため池工事等における現場管理補助も行います。

　農業用の排水機場や用水ポンプなど土地改良施設の点検・診断のほか、農業集落排水（農村の下水
道施設）のメンテナンスや更新を行います。

【担当エリア】　　　
技術第一課・・・ 岡山市北区、吉備中央町及び備中県民局管内の市町（新見市を除く）
技術第二課・・・ 岡山市中区・南区・東区、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市及び和気町
技術第三課・・・新見市及び美作県民局管内の市町村
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会員　令和 6 年 4 月 1 日現在

管内 市町村 土地改良区 その他の団体 合計
備前県民局 7（5 市 2 町）　 27 1 35

備中県民局 10（7 市 3 町）  26 1 37

美作県民局 10（3 市 5 町 2 村） 35 － 45

合計 27（15 市 10 町 2 村） 88 2 117

本会の資格取得者数　令和 6 年 4 月 1 日現在

資格の名称 取得者数 資格の名称 取得者数
技術士（農業部門・農業土木） 1 人 農業水利施設機能総合診断士 1 人
技術士補 3 人 農業集落排水計画設計士 1 人
測量士  5 人 浄化槽設備士 3 人
測量士補 17 人 浄化槽管理士 6 人
1 級土木施工管理技士   6 人 土地改良補償業務管理者 1 人
2 級土木施工管理技士  3 人 土地改良専門技術者 6 人
2 級建築士 1 人 農業農村地理情報システム技士 1 人
土地改良換地士  8 人 2 級日商簿記検定 2 人
農業土木技術管理士  1 人 第二種衛生管理者 3 人
畑地かんがい技士 1 人 会計指導員 ( 農林水産省 ) 7 人

岡山ため池保全管理サポートセンターの業務

ため池管理者の方の相談窓口
毎週 月・木 曜日

※祝日・休日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）は除く

9：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00
（086）207-2282

● 相談業務　
　　ため池管理者等からの電話相談や現地相談（必要に応じて随時）に対応します。

● 劣化状況・豪雨耐性評価　
　  　万が一、ため池が決壊した場合に下流に被害を及ぼす恐れがある約４千ヶ所の防災重点農業用ため池を対象に、

岡山県が令和３年度から実施している劣化状況・豪雨耐性評価の業務を受託して現地調査を行い、ため池の老朽
度や洪水吐の能力判定を行います。

● 安全性確保に向けた働きかけ
 　 　劣化状況・豪雨耐性評価の結果や相談業務を踏まえ、下流の安全性確保に向けた対応が早急に必要なため池に

ついて、低水管理などのソフト対策や改修、廃止、応急措置、統廃合等のハード対策を市町に提案します。
　  　また、対策の提案を行ったにも関わらず実施に至っていないため池について、検討状況に応じて新たな対策の提

案を行うフォローアップや、市町が行う地元説明会に同席して技術的支援を行うなどの働きかけを行います。

● 研修会 
 　 　ため池の管理者や管理の指導を担う市町・県の職員を対象に、緊急時の水位低下に使用するサイホン式簡易放流

装置の実演研修会や、ため池の構造や具体的な不具合の事例とその対策の考え方など技術的知識を習得するため
の研修会を開催します。
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■県土連ビル　　〒 700-0824 岡山市北区内山下 1 丁目 3 番 7 号 　県土連ビル 3F　TEL：086-225-0921　FAX：086-226-0068
■岡山県土地改良会館　　〒 703-8292 岡山市中区中納言町 1-6 　
　○審査室・岡山ため池保全管理サポートセンター（2F）　TEL：086-207-2324　FAX：086-272-3937
　○総務部　　　　　　
　　総務企画課（3F）　   TEL：086-207-2200　FAX：086-207-2202
　　換地指導課（2F）　   TEL：086-207-2119　FAX：086-272-3937
　　水土里情報課（2F）　TEL：086-207-2203　FAX：086-272-3937
　○事業部（2F）　　　　TEL：086-273-2110　FAX：086-272-3937
　　技術第一課　TEL：086-207-2120　　技術第二課　TEL：086-207-2125　  土地改良施設課　TEL：086-207-2116
■津山椿高下事務所    〒 708-0051 津山市椿高下 128-1
　　技術第三課　 　 　　TEL：0868-35-2178　FAX：0868-35-2179　　　　　　　

岡山県土地改良事業団体連合会
https://www.okadoren.or.jp  　
e-mail ： info@okadoren.or.jp

■ 県土連ビル ■ 岡山県土地改良会館
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